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団体紹介 KHJ（Kazoku・Hikikomori・Japan）

NPO法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会
1999年発足 2004年NPO法人化 唯一の全国組織のひきこもり家族会（当事者家族会）

（現在39都道府県 56支部 約3000人が参加）「親の会」から「家族会」へ名称変更（2015年）

発足当時は「ひきこもり」＝自己責任（甘え・怠け）、親の育て方の問題として
根強い社会的偏見があった。明確な相談窓口も無く家族で抱えるしかなかった。

現在は、ひきこもりの長期高年齢化が進み、社会的孤立（8050問題）が深刻化。
ひきこもる原因、きっかけは多様だが、問題の本質は孤立。家族も本人も

世間との関係を絶ってしまい、困っていても、SOSが出せない状況に。

「ひきこもりは、社会全体の問題であり、地域課題でもある」
（平成25年度から一貫して厚生労働省 社会・援護局施策の重点事項）

「ひきこもらなければきっと死んでいた。

ひきこもらざるをえなかった」

特定非営利活動法人 KHJ全国ひきこもり
家族会連合会
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＜KHJ本部の主な取り組み＞家族会だからできることがある

①家族会の取り組みや発足を支援する活動（講演会、研修会、居場所等）

2013年からピアサポーター養成研修事業を毎年実施

2017年から支援者研修を毎年実施

②ひきこもり問題の社会的理解と地域連携を促進する活動

2005年から全国大会を継続開催。新聞メディアへの情報発信

③ひきこもり情報誌「たびだち」を発刊（年4回）

ひきこもりへの偏見を無くし理解を進めるため本人家族の

視点で発信。2015年、長期高年齢化による生活困窮を防ぐ

ための「ひきこもり支援ガイドブック」を発行（厚労省事業）

④ひきこもりの実態に関する調査研究活動

2004年から年一回のひきこもり実態調査を継続実施。2013年から厚労省研究事業の受託

⑤ひきこもり対策への提言を行う活動

調査結果などをもとに国や自治体に向けてより良いひきこもり支援のあり方を提言

現在は、「ひきこもり基本法」の立法を求めている
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それぞれの支部では、・家族の学習会 ・月例会（講演会）・相談会 ・アウトリーチ

居場所運営 など、それぞれ特色ある活動を行っています。

①家族が孤立と不安から脱却し、安心と希望、意欲を取り戻す場づくり

②ひきこもりについて知り、子どもへの関わり方の学び、体験的知識を共有する場に。
→子どもと向き合う中で生まれた成功体験、失敗体験。
先行く家族や本人の経験からの学び。

③家族が自尊心の回復・自己成長していく場に（互助・ピアサポート）
→人の役に立てる実感、社会的意義のある活動への貢献感。

④潜在的に孤立している家族の地域の受け皿として。
偏見を脱し、正しい社会的理解を促進していく場に。

→家族で抱え込み長期化させない。社会全体で取り組んでいくもの。

⑤全国の家族会、当事者会、行政、地域資源と広くつながり協力し合い、
地域に開かれた家族会へ。連携と発信力のある場に。

＜KHJ支部の主な取り組み＞
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KHJジャーナル「たびだち」（一般情報誌）

●全国の本人・家族の生の声をお届けします
●年間購読会員受付中

ひとりひとりが「生きていていい」と思える社会とは？
当事者家族の声にはそのヒントが隠されています。地域で共に支え合っていくみなさんが、
よき理解者となっていただくことを願って発刊しています。本人・家族の多様な社会参加・
活躍の場のひとつになっています！

 冬号 99号100号
大会合併号（2022年1月発刊）
「誰もが生きやすい社会とは」

 春号101号
    特集「生活とお金」



8050と9060の課題

7
2020年 宮崎県障がい福祉課「ひきこもりに関する調査票」結果



KHJのひきこもり定義2022年版（2021.12.21時点）

• ひきこもりとは広い概念を指しているが、ここでは支援が望ましいひきこもりの状
態像（以下、ひきこもり）について定義する。

• ひきこもりとは、概ね自宅などにとどまり社会的に孤立していることによって、本
人への支援が必要と判断される程度に生活上の困難を有している状態を指す。

定義の補足事項

• 思春期、青年期に関わらず、すべての年齢層で起こりうる。

• 精神疾患を伴う場合も少なくない。

• 必ずしも問題行動や疾患が存在することを意味するわけではないが、自分らしく生きる意欲
を失っている場合は少なくない。また、長期間に渡るひきこもりにより、心身に悪影響を及ぼ
す恐れや、経済的な困窮などにつながる可能性があることに留意が必要である。

• 生活上の困難とは、学業的、職業的、対人的、または、他の重要な領域における困難を意
味する。また、本人が自分らしく生きていく上で心理的、精神的苦痛を感じていることも含む。

• ひきこもり状態の期間は、概ね６か月以上とするが、それ以下でも、生活上の困難が生じて
いる場合は、支援の対象となる場合がある。

• 特に、本人が諸事情によって支援を受け入れない場合、支援者は、本人・家族と共にその
諸事情と生活上の困難を慎重にアセスメントする必要がある。本人が支援の場に現れない
場合、家族支援から始める場合もある。

• 本人のひきこもりに関連して、家族をはじめとした本人に関わる人への支援が必要と判断さ
れる程度に生活上の困難を有している場合、家族などへの支援から始めることになる。
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ひきこもりが維持される
社会とは？
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本人・家族支援で目指すもの
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地域作り
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親の会の効果（植田ら，2004）
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抑うつ・不安 不機嫌・怒り 無気力

親の会開始前 親の会終了後
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家族会に参加しての変化

• 気持ちが楽になった

• 子どもへの対応・考え方が変わった

• 子どもへに対する接し方を学べた

• 他の人の話を聞けた・勉強になった

• 必要な知識・情報が得られた

• 苦しんでいるのは自分だけじゃない
と思えた

• 本人との関係が良くなった

• 元気をもらえる・安心できる

• 子どもへの理解が深まった

• 悩みを共有できた

• 知り合いができた

• 子どもの状況を受け入れられるよう
になった

• 家族会では安心してはないができる

• 孤独が和らいだ

• 不安が和らいだ

• 救われた・希望を持てた

• 親が明るくなった

• 視野が広がった

• 気分転換

• ひきこもり当事者の話を聞くことがで
きた

• 未記入78名
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令和３年度 厚生労働省 民間団体活動助成事業

「ひきこもりの理解促進と支援体制の充実・活性化のための人材育成に関する事業」



ご本人が家庭内で貢献している家事等

• 食事関連

• 食器洗い、食後の後片付け

• 風呂掃除・準備

• 洗濯

• 掃除関連

• 家事全般

• 買い物関連

• ゴミ出し

• 家族の手伝い

• 作業

• ペットの世話

• 一人暮らし・別居

• アルバイト

• その他

• 未記入82名

• 特になし20
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「ひきこもりの理解促進と支援体制の充実・活性化のための人材育成に関する事業」



失敗体験の悪循環

落ち込み
（ネガティブ感情）

何をしても状況は変わらない

何をやっても無駄だ

周りに対して，働きかけなくなる

成功体験をすることが難しい

15

失敗体験をする



成功体験の良循環

達成感

（ポジティブ感情）

頑張れば成果が上がる

自分もできる

周りに対して，積極的に働きかける

成功体験が増える
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成功体験をする



ポジティブ感情とネガティブ感情の
機能の違い

ポジティブ感情
（成功体験）

ネガティブ感情
（失敗体験）

拡
張

委
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ひきこもることへの周囲からの偏見

ひきこもり状
態になる

ひきこもりは
悪いことで

ある

ひきこもりを
隠したくなる

助けを求め
ず孤立する
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ひきこもることによる本人の諦め

ひきこもり状
態になる

ひきこもりは
人生の終わ

りである

生きることを
諦める

助けを求め
ず孤立する
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ひきこもりを新たな人生の
準備期間と捉える

ひきこもり状
態になる

ひきこもりは
新たな人生
の始まりで

ある

新たな始ま
りに希望を

持つ

できることを
楽しむ
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本人、家族にとって
安心できる存在になるために

• 新たな人生の始まりという捉え方を広める

• 本人、家族の苦悩を知り労う

• 本人の意思を尊重する

• 本人を育てる姿勢を基本とする

• 新しい人生を長い目で応援する
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ひきこもり状態にある方がいるという話を
知人等から聞いたことがありますか。

 

ある

ない

46.5%

53.5%

1 ある 84件 53.5 ％

2 ない 73件 46.5 ％

157

22
令和３年度 宮崎市政モニターアンケート



「ある」と答えた方へ
ひきこもり状態にあることについて、支援窓口の案内など、

何かアドバイスをしたことがありますか。

23
令和３年度 宮崎市政モニターアンケート

ある

ない

76.2%
23.8%

1 ある 20件 23.8 ％

2 ない 64件 76.2 ％

84



「ない」と答えた方へ
アドバイス等をしなかった理由を教えてください

（複数回答可）
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令和３年度 宮崎市政モニターアンケート

40.2%

26.8%

18.3%

14.6%

直接の知⼈ではなかったから

何をアドバイスしたらよいか

わからなかったから

本⼈が⽀援を求めていなかっ

たから

その他

1 直接の知⼈ではなかったから 33件 40.2 %

2 何をアドバイスしたらよいかわからなかったから 22件 26.8 %

3 本⼈が⽀援を求めていなかったから 15件 18.3 %

4 その他 12件 14.6 %

82



25市広報みやざき，2022年6月



ひきこもり経験者が継続的に
就労するための受け入れ態勢

• 働きやすい雰囲気・環
境づくり

• ひきこもり・障害に対す
る知識・理解

• 柔軟なシフト

• ひきこもり経験者を雇う
ことへの助成制度

• すぐ相談できる場所・
体制

• 本人に合った仕事内容

• 在宅でできる仕事

• 人と関わらない仕事

• 医療機関との連携

• 考えられない

• わからない

• 働く気にならない
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令和３年度 厚生労働省 民間団体活動助成事業

「ひきこもりの理解促進と支援体制の充実・活性化のための人材育成に関する事業」



2017年度から継続して実施している
通称「つなかん」
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